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６．ＩＲＢの成立要件 

ＩＲＢは、過半数の委員の出席（ただし、5名以上）により成立

し、第３項に定める（1）又は（2）の委員１名以上、（3）及び

（4）の委員が各１名以上、かつ、本院と利害関係を有しない委員

が１名以上出席しなければならない。ＩＲＢの議決は、出席した委

員全員の同意を得なければならない。 

 

６．ＩＲＢの成立要件  

（１）ＩＲＢは、過半数の委員の出席（ただし、5名以上）により

成立し、第３項に定 める（1）又は（2）の委員１名以上、（3）及

び（4）の委員が各１名以上、かつ、本院と利害関係を有しない委

員が１名以上出席しなければならない。ＩＲＢの議決は、 出席し

た委員全員の同意を得なければならない。  

（２）委員長からの特段の指示がある場合を除き、テレビ会議・

Web会議等、双方向の円滑な意思疎通が可能な手段による出席を妨

げないものとし、テレビ会議・Web会議等にて出席した上で審議お

よび採決に参加する場合、審議資料の配布・提示が適切に行われて

いなければならない。 

 


